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壱岐市農業委員会定例会（令和６年２月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和６年２月２６日（木） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １７名 

４．欠席委員    ・番・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 事務局長補佐 ・・・・ 主事 ・・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・番 ・・委員  ・番 ・・委員 

第２．議案第 ８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ９号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第１０号 壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する 

意見について 

    議案第１１号 令和５年度農用地利用集積計画の承認について（第６回） 

７．その他 

事務局  皆さんおはようございます。 

それでは、ご案内の時間前ではありますが、只今より令和６年２月の農業委員 

会の総会を開会致します。 

本日は、・番・・委員さんから欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は１９名中１８名で過半数を超えておりますので、総会は成立 

を致しております。 

 それでは、総会日程２の「会長挨拶」を・・会長にお願い致しまして、引き続 

    き議事の進行をお願い致します。 

会 長  【会長挨拶】 

議 長  それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。「壱岐市 

農業委員会会議規則第１８条第２項」に規定する議事録署名人ですが、議長より 

指名させていただいてよろしいでしょうか。【はいの声あり】 

議 長  それでは、本日の議事録署名人は、・番・・委員、・・番・・委員にお願いし 

    たいと思います。よろしくお願いします。なお、本日の会議書記には事務局、・ 

・主事を指名します。 

それでは、議事日程第２の議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請 

について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めますが、最初の案 

件は、・・委員の関係の案件でありますので、会議規則第１５条に従いまして退 

席をお願いします。 
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事務局  はい、１頁をお願い致します。議案第８号「農地法第３条の規定による許可申 

請について」農地の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、 

審議のうえ決定の要がある。 

所有権移転の案件が４件あがっております。受け手は、全て個人ですので、「農 

地所有適格化法人要件」の適用はありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業によ 

る取得ではないので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、４件の贈与ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも当たりません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率的 

    に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力が確 

    保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ないかと、 

いうような３つの内容を審議して頂くことになります。 

９番 土地の所在 

 郷ノ浦町有安触 字牧ノ口  ・・番・ 地目 畑 面積  ６５３㎡ 

同じく     字油
あぶら

角
すみ

   ・・・番・ 地目 畑 面積  ７０５㎡ 

同じく          ・・・番・ 地目 畑 面積  ４４７㎡ 

同じく          ・・・番  地目 畑 面積  ７１３㎡ 

同じく          ・・・番・ 地目 畑 面積 ２１８７㎡ 

郷ノ浦町有安触 字深坂  ・・・番  地目 畑 面積  ９８０㎡ 

 同じく          ・・・番  地目 田 面積  ５６１㎡ 

 同じく          ・・・番  地目 田 面積  ９２３㎡ 

 同じく     字小柏
こがしわ

  ・・・番・ 地目 畑 面積  ９３１㎡ 

 芦辺町住吉前触 字當ヶ
と う げ

坂
さか

  ・・番  地目 田 面積 １６２９㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

 

経営地面積は、田が１９６４３㎡、畑が４３７０８㎡、計６３３５１㎡です。 

申請理由 

譲渡人 後継者へ生前贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により、受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、飼料作物の作付けです。 

農機具は、トラクター、軽トラ、田植機を所有されてあります。 

農作業歴は本人が２０年です。 

通作距離については、５０ｍです。 
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これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。２月１９日に・・委員さんと譲受人と父親との立会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。・・です。本来ならば・・委員さんの案件であり 

ますが、議事参与の制限によりまして、私が補足説明致します。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

お父さん名義の農地全てを子供さんへの贈与でありますので、何ら問題はない 

かと思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第８号９番は決定します。 

・・委員の入室を許可します。 

議 長  続きまして、１０番の説明を求めます。 

事務局  はい、１頁をお願いします。 

１０番 土地の所在 

 勝本町北触 字大屋
お お や

  ・・・番  地目 田 面積 １０４８㎡ 

 同じく        ・・・番・ 地目 田 面積 １９８７㎡ 

 同じく   字打越
うちごし

  ・・・番  地目 田 面積 ２４７６㎡ 

 同じく   字打越
うちごし

川
がわ

 ・・・番・ 地目 田 面積  ８９１㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が１０２９２㎡です。 

申請理由 

譲渡人 島外在住で管理できないため譲受人へ贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲の作付けです。 

農機具は、トラクター、軽トラ、刈払機を所有されてあります。 

農作業歴は本人が３０年です。 

通作距離については、３０ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 
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「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。２月２２日に・・委員さんと譲受人との立会いの下、現地確 

認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当は・・委員さんですが、病気のため代わりに 

わたくし・・が事務局と・・さんと現地確認を致しました。 

譲渡人は島外在住であるため所有している農地を・・さんが譲り受けて耕作を 

行うという事でありました。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第８号１０番は決定します。 

続きまして、１１番の説明を求めます。 

事務局  はい、２頁をお願いします。 

１１番 土地の所在 

 芦辺町住吉東触 字山倉   ・・番  地目 田 面積  ９０７㎡ 

 同じく     字二反田 ・・・番・ 地目 田 面積 １０２８㎡ 

 同じく          ・・・番・ 地目 田 面積 １５７７㎡ 

 同じく     字油田
あぶらだ

  ・・・番  地目 田 面積  ５６４㎡ 

 同じく          ・・・番・ 地目 畑 面積 １０１９㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は田が８９４２㎡、畑が１７９１㎡、計１０７３３㎡です。 

申請理由 

譲渡人 体調不良により管理できないため、譲受人へ贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により、受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、野菜、飼料作物の作付 

けです。 

農機具は、耕運機、稲刈機、軽トラックを所有されてあります。 

農作業歴は本人５０年、妻５０年です。通作距離については４．０ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲、野菜、飼料の作付けでありますので、周 

辺への影響はないと判断されます。 
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よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。２月２０日に・・委員さんとの譲受人の立会いの下、現地確 

認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月２０日に現地確認を致しました。 

譲渡人の・・さんが体調不良であるため、親戚である譲受人の・・さんが譲り受 
けて水稲、野菜等を耕作するそうです。何ら問題はないかと思いますが皆さん方 

のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第８号１１番は決定します。 

続きまして、１２番の説明を求めます。 

事務局  はい、３頁をお願いします。 

１２番 土地の所在 

 芦辺町深江本村触 字牛丸   ・・番・ 地目 田 面積 １１２６㎡ 

 同じく            ・・番・ 地目 田 面積  ６９０㎡ 

 同じく            ・・番・ 地目 田 面積  ７６１㎡ 

 同じく            ・・番・ 地目 田 面積 ４０２１㎡ 

 同じく            ・・番・ 地目 田 面積  ７８３㎡ 

同じく            ・・番・ 地目 田 面積 ２６５３㎡ 

同じく            ・・番・ 地目 田 面積 １２０５㎡ 

同じく     字杉ノ木  ・・・番・ 地目 田 面積 １５３２㎡ 

 芦辺町諸吉二亦触 字鍬作
くわつくり

  ・・・番・ 地目 田 面積  ２８０㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積 １０２７㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積  ８９３㎡ 

 同じく      字瀧ノ上・・・・番・ 地目 畑 面積 １４９３㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 畑 面積 １１０８㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 畑 面積  ７７４㎡ 

 同じく      字高尾 ・・・・番・ 地目 田 面積  ４５２㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積 １２６８㎡ 

同じく       字東高尾・・・・番  地目 田 面積  ８９３㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積 １１４４㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積 １６４１㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 畑 面積  １３４㎡ 

芦辺町中野郷東触 字岩谷
い わ や

 ・・・・番  地目 田 面積 １２３７㎡ 

 同じく          ・・・・番  地目 田 面積  ８３１㎡ 
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 同じく      字古屋 ・・・・番・ 地目 田 面積 １１６８㎡ 

 芦辺町湯岳本村触 字大畑  ・・・番・ 地目 田 面積 ２６０７㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は田が２３７０５㎡、畑が１６４０５㎡、計４０１１０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 高齢のため後継者へ生前贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、飼料作物の作付けです。 

農機具は、トラクター、コンバイン、田植機、２ｔダンプを所有されてありま 

す。 

農作業歴は本人２７年、妻２５年です。通作距離については、近いところで１． 

５ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲、施設園芸の作付けでありますので、周辺

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満た 

していると考えます。２月１９日に馬場委員さんとの譲受人の立会いの下、現 

地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

お父さんの農地全てを子供さんへの贈与でありますので、何ら問題はないかと 

思います。皆さんのご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第８号１２番は決定します。 

続きまして、議案第９号「農地法第５条の規定による認可申請について」を 

    議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、４頁をお願いします。 

議案第９号「農地法第５条の規定による認可申請について」農地転用につき、 

次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付して進達の要がある。 

２番 土地の所在 

郷ノ浦町有安触 字宮山  ・・・番・ 地目 畑 面積 １１７㎡ 

同じく     字石
いし

掛
かけ

 ・・・・番・ 地目 畑 面積 ４７８㎡ 

転用目的 事務所及び駐車場 
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譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・  

申請理由 現在大阪にて事業を行っているが、新規事業として隣接へグランピ 

ング施設の開業を検討しており、申請地を借受け、現事業とグランピング施設の 

管理を行うサテライトオフィス及び駐車場を整備したいので申請します、という 

ものです。 

 権利の設定内容は、賃貸借です。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は６頁から８頁です。２月１９日に・・委員さんとの譲 

    受人の立会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わ 

    ります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

樫尾委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

樫尾委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

只今の事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請者の・・・・・・さんは、本市においてグランピング施設の建築を計 

    画しております。この・・・・・・・・さんの・・さんは、・・さんのお孫さん 

のご主人で仁・・・も夫婦で経営されております。話によりますと大阪で７０人 

の従業員を雇用されており、ＩＴの会社でございます。そういったなかでグラン 

ピング施設の建築これに伴うサテライトオフィスと駐車場を整備したいという事 

であります。合併浄化槽を整備する予定であるので周辺農地への影響はないと思 

います。周辺の皆さんのご意見を事前に聞いております。そういったなかでなん 

ら問題はない、影響もない、お孫さんたちも地元のご理解、説明もされて、そし 

て元はと言えば実家を守りたいというのがお孫さんたちのご希望です。将来的に 

は壱岐でＩＴプログラマーを養成したい。雇用の方にも力を入れたいということ 

で皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第９号２番は決定します。 

続きまして、３番の説明を求めます。 

事務局  はい、４頁をお願いします。 

３番 土地の所在 

郷ノ浦町志原西触 字 辻
ごつじ

 ・・・番・ 地目 畑 面積４９９㎡ 

転用目的 一般住宅用地 

譲渡人  ・・・・・・・・・・ 

譲受人  ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいますが、子供の成長に伴い手狭になってきた 

ため、申請地を買い受けて自己の居宅を建築したいので申請します、というもの 
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です。権利の設定内容は、売買です。 

農用地区域除外は、県の同意を得て令和５年１２月１２日に完了致しておりま 

す。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は９頁から１１頁です。昨年の８月２５日の農振地域除 

    外時に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っております。以上で 

   事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 みなさんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、昨年の８月の定例会の時に農振除外について、ご承認い 

    ただいた案件です。 

２月１７日に・・さん本人に電話で確認したところ、転用許可が下り次第、計 

画通り着工したいということでありました。周辺農地には、影響はないと思いま 

すので皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第９号３番は決定します。 

続きまして、４番の説明を求めます。 

事務局  はい、５頁をお願いします。 

４番 土地の所在 

芦辺町諸吉南触 字長坂 ・・番・ 地目 田 面積４４５㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいますが、子供の成長に伴い手狭になってきた 

ため、申請地を譲り受けて自己の居宅を建築したいので申請します、というもの 

です。権利の設定内容は、贈与です。 

農用地区域除外は、県の同意を得て令和５年１２月１２日に完了致しておりま 

す。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は１２頁から１４頁です。昨年の８月２５日の農振地域 

除外外時に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っております。以 

上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の馬場です。 
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事務局の説明の通り、昨年の８月の定例会の時に農振除外について、ご承認い 

ただいた案件です。 

本人に確認したところ、転用許可が下り次第、計画通り着工したいということ 

でありました。周辺農地には、影響はないと思いますので皆様方のご審議をよろし 

くお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第９号４番は、意見を付して進 

達いたします。続きまして、議案第１０号「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）

に対する意見について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、１５頁をお願いします。 

議案第１０号「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する意見について 
」農業振興地域の整備に関する法律第１３条の規定により、次の農業振興地域内 
農用地区域の除外申請について、市から意見を求められたので、審議のうえ意見 
を付して回答をする要がある。 

  １番 土地の所在、 
郷ノ浦町有安触 字宮山 ・・・番・ 地目 畑 面積１６９㎡ 
除外目的、宿泊施設用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 
申請理由 申請地を宿泊施設用地として整備したいので、農振農用地からの除 

外を申請します、というものです。位置図、写真、配置図は２０頁から２２頁で 
す。 
２月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 
以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 先ほどと関連する事案であります。 

目的は、宿泊施設用地ということで、面積的は少ないわけでありますけど、ト 

レーラーハウスを設置したいということとその管理ということでされております。 

農用地区域の除外申請を行いたいという事であります。 

合併浄化槽も設置される予定で、周辺農地への影響はないと思いますが、関連 

施設でございますけれどもひとつよろしくお願いします。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号１番は、決定いた 

します。 

  続きまして、２番の説明を求めます。 

事務局  はい、１５頁をお願いします。 

２番 土地の所在、 
郷ノ浦町志原西触 字加納 ・・・・番・の一部 地目 畑 面積７６３㎡の 

うち２９６．３２㎡ 



－10－ 
 

除外目的、住宅用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 
申請理由 申請地に住宅を建築したいので、農振農用地からの除外を申請しま 

す、というものです。位置図、写真、配置図は２３頁から２５頁です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人の立ち会いの下、現地確認を行っておりま 

す。以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員 

・・委員 事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請人の・・さんは、現在、母親と一緒に市営住宅に住んでおり、１月に入籍 

しましたが、市営住宅では手狭となり同居は困難であるということです。母と一 

緒に住むため、伯父所有の申請地を譲り受けて、持ち家を建築したいという事で 

農用地区域の除外申請を行いたいという事であります。 

合併浄化槽も設置される予定で、周辺農地への影響はないと思いますが、皆さ 

    ん方のご審議をよろしくお願いします。 

  議 長   はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号２番は、決定いた 

します。 

  続きまして、３番の説明を求めます。 

事務局  はい、１６頁をお願いします。 

３番 土地の所在、 

郷ノ浦町平人触 字山方
やまかた

 ・・番・の一部 地目 畑 面積１２６５㎡のうち 

２４．４㎡ 
除外目的、道路用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 
申請理由 申請地を拡張し、自宅への進入路として利用するため、農振農用地 

からの除外を申請します、というものです。位置図、写真、配置図は２６頁から 
２８頁です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、申請者と現地確認を行って 

おります。以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 続きまして、担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請者の自宅の門口の通路幅が狭く見通しが悪いので、通行等の安全を確保す 

るため通路幅を広くしたいという事で農用地区域の除外申請を行いたいという事 

であります。特に、周辺農地への影響はないと思いますが、皆さん方のご審議を 
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よろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号３番は、決定いたし 

ます。 

  続きまして、４番の説明を求めます。 

事務局  はい、１６頁をお願いします。 

４番 土地の所在、 

芦辺町諸吉仲触 字麻ノ木
あ さ の き

 ・・・番の一部 地目 畑 面積１２９５㎡の 

うち４３７㎡ 
除外目的、住宅用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 
申請理由 申請地に住宅を建築したいので、農振農用地からの除外を申請しま 

す、というものです。位置図、写真、配置図は２９頁から３１頁です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議  長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の馬場です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請人の・・さんは、現在、単身赴任をしており、妻子が芦辺町の実家に住ん 

でいるそうです。実家には両親も住んでおり、手狭であるので、子供たちと一緒 

に住むための持ち家を建築したいという事で農用地区域の除外申請を行いたいと 

いう事であります。 

合併浄化槽も設置される予定で、周辺農地への影響はないと思いますが、皆さ 

ん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号４番は、決定いた 

します。 

  続きまして、５番の説明を求めます。 

事務局  はい、１７頁をお願いします。 

５番 土地の所在、 

芦辺町諸吉南触 字平
ひら

毛
げ

 ・・・・番・の一部 地目 田 面積３７００㎡の 

うち５０１㎡ 
除外目的、飲食店兼宿泊施設用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 
申請理由 申請地に飲食店兼宿泊施設を建築したいので、農振農用地からの 

除外を申請します、というものです。位置図、写真、配置図は３２頁から３４頁 
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です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請人の・・さんは、現在、個人事業として建設業を経営しておりますが、事 

業拡大として飲食店と宿泊施設を建築したいという事で農用地区域の除外申請 

    を行いたいという事であります。 

飲食店は、汲み取り、宿泊施設は合併浄化槽を設置される予定で、周辺農地へ 

    の影響はないと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号５番は、決定いた 

します。 

  続きまして、６番の説明を求めます。 

事務局  はい、１７頁をお願いします。 

６番 土地の所在、 
芦辺町中野郷西触 字筒井 ・・・番・ 地目 田 面積 ７８７㎡ 
除外目的、事務所兼資材置場用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 

     申請理由 申請地に事務所兼資材置場を建築したいので、農振農用地からの 
除外を申請します、というものです。位置図、写真、配置図は３５頁から３７頁 
です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人の立ち会いの下、現地確認を行っておりま 

す。 
以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請者の・・・・・・・の・さんは、申請地を農作業受委託などの事業拡大の 

ため事務所と資材置き場を整備したいという事で農用地区域の除外申請を行いた 

いという事であります。特に周辺農地への影響はないと思いますが、皆さん方の 

ご審議をよろしくお願いします。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号６番は、決定いたし 

ます。 

  続きまして、７番の説明を求めます。 
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事務局  はい、１８頁をお願いします。 

７番 土地の所在、 
芦辺町箱崎大左右触 字小場 ・・・番・ 地目 田 面積 ３３１㎡ 
同じく           ・・・番・ 地目 田 面積 ４７７㎡ 
除外目的、宿泊施設用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 

     申請理由 申請地に宿泊施設を建築したいので、農振農用地からの除外を申請 
します、というものです。位置図、写真、配置図は、３８頁から４０頁です。 
２月１９日に・・委員さんと申請者の立ち会いの下、現地確認を行っておりま 

す。 
以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請者の・・・・・・・・さんは、本市の経済発展に寄与するため、宿泊施設 

を建築したいという事で農用地区域の除外申請を行いたいという事であります。 

公共下水道につなげる予定であるので周辺農地への影響はないと思いますが、 

皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号７番は、決定いたし 

ます。 

  続きまして、８番の説明を求めます。 

事務局  はい、１８頁をお願いします。 

８番 土地の所在、 
石田町本村触 字水畑 ・・・番・ 地目 畑 面積 １１４１㎡ 
同じく        ・・・番・ 地目 田 面積 ２２０８㎡ 
除外目的、重機置き場兼資材置き場 
申請人 ・・・・・・・・・・ 

     申請理由 申請地に重機置場兼資材置場を整備したいので、農振農用地からの 
除外を申請します、というものです。位置図、写真、配置図は４１頁から４３頁 
です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 
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申請者の・・・・・・・・さんは、現在使用している重機置き場や資材置き場 

が狭くて、資材が混在しているため、新たに重機置き場と資材置き場を整備した 

いという事で農用地区域の除外申請を行いたいという事であります。 

特に周辺農地への影響はないと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願 

いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号８番は、決定いたし 

ます。 

  続きまして、９番の説明を求めます。 

事務局  はい、１９頁をお願いします。 

９番 土地の所在、 
石田町石田東触 字久保 ・・・番・ 地目 畑 面積 １８５５㎡ 

 
除外目的、事務所兼展示場兼資材置場用地 
申請人  ・・・・・・・・・・ 

     申請理由 申請地に事務所兼展示場兼資材置場を整備したいので、農振農用地 
からの除外を申請します、というものです。位置図、写真、配置図は４４頁から  
４６頁です。 
２月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、現地確認を行っております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議  長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、２月１９日に現地確認を致しました。 

申請者の・・・・・・・・さんは、石材業を行っておりますが、敷地が手狭に 

なったため、新たに事務所兼展示場兼資材置き場を整備したいという事で農用地 

区域の除外申請を行いたいという事であります。特に周辺農地への影響はないと 

思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号９番は、意見を付し 

て進達いたします。続きまして、議案第１１号「令和５年度農用地利用集積計画 

の承認について（第６回）」を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

 事務局  はい、４７頁をお願いします。 

議案第１１号「令和５年度農用地利用集積計画の承認について」今年度６回目 

になります。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、下記農用 

地利用集積計画の決定について意見を求められております。今回利用権設定の件 

数は２０件、借り手が１５人、貸し手が１８人です。田が５１筆、５３,９３３ 

㎡、畑が１４筆で１５,０３２㎡、合計６５筆で６８,９６５㎡となっております。 

      この件につきましては、地区担当の農業委員・推進委員皆様方の署名・押印を
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頂いておりますので、今回、この一連につきましては、ご承認を頂きたいと思っ 

ております。 

      内容につきましては、４８頁から４９頁に掲載を致しておりましたので、よろ

しくお願いします。 

議 長  この件につきましては、事務局が申しますように皆さん方のご承認を頂いてお 

りますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】 

 それでは、ご異議がないようですので、議案第１０号は決定します。続きまし 

て、その他の件をお願いします。 

事務局  事務局からのその他の件ですが、３月の定例会の日程を令和６年３月２５日 

(月)午前９時から行います。 

議 長  他に皆さん方から何かありましたら。ございませんでしょうか。 

事務局  私から２点あります。今月の議案にもありましたが、転用の件で、最近グラン 

ピングとかキャンプ場とか車を持ってきて、キャンプする場所とかそういうのに 

使いたいとかいう申請とか相談が結構増えております。それで今日の案件でもあ 

ったのですが、トレーラーハウスとかタイヤ付きの車を持ってきておくだけの話、 

使い方があるのですが、コンテナとかを置いたりとかするのですが、置くだけと 

か、農地から農地以外で使用することになるのです。許可及び届出等が必要とな 

ると基本的には思っていただきたい。各担当地区で相談があると思うですが、そ 

ういう場合は、農業委員会の許可や届出が必要とかという話をしていただいて、 

詳しくは事務局へ連絡又は言ってくれと伝えていただければと思います。これが 

１点目です。 

     ２点目、今年度の活動記録簿の提出について、活動報酬の支払いの関係があり 

まして、年度内に支払いをしなければなりません。活動報酬というのは、毎月２ 

１日に入っている定額の報酬とは別に活動記録簿を書いてもらったものを積み上 

げて計算して追加で報酬が出るようになっていますので提出されていない委員さ 

ん方は、提出をお願いします。 

事務局  ３月１日に壱岐市合併２０周年記念式典に皆様ご出席されると思いますので、 

宜しくお願いします。 

・・委員 活動記録簿の件ですが、を毎月の定例会に提出したらどうでしょうか。 

事務局  基本的には、今そうなっております。皆様はその時提出してあります。 

・・委員 定例会の時に出すのが基本ということですね。それと関連して私の受け持ち地 

区の推進委員は、３つの公民館地区があるのですが、たまたま今度の改選で担当 

地区を１区任されたのですが、深江の方と川北の方とありますが、全体の地図と 

いうのは、農業委員として１部必要ではないかと思っているのですが、いかがで 

しょうか。深江の５部落は、推進委員だけ地図を持っているわけです。川北の３ 

部落は、それぞれの委員さんが持っているわけです。取りまとめの農業委員の私 

の方には、どういった状況なのか地図上にも見えないし、この間現地確認に行っ 

た時にはじめてわかったので、地図などが欲しいのですが、ご検討をお願いしま 

す。 

事務局  ３月の定例会で話をしてたのですが、基本的には、農業委員さんは、航空写真 
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を持っていなかったのです。基本的には。利用状況調査、夏場の調査をしてもら 

うことになったのと、勝本の委員や谷島会長や横山委員さんは、元々利用状況調 

査をしてあったので航空写真を持ってあったのですが、それ以外の方、基本的に 

は、皆さん持ってなくて利用状況調査をする時は野帳や写真を渡しといて、必要 

があった時は、最適化推進委員と連絡をとってもらって現地の確認に行く。例え 

ば転用の許可とかの現地確認の場合は、事務局に連絡してから行ってもらう、こ 

の作業がまた野帳から全部を出してとなって、例えば深江地区全部を出した時に 

また、利用状況調査は利用状況調査で出した時に、それようになった時の管理と 

いうのが、大変になるのではないかと。今後も利用状況調査をしてあるところの 

写真と野帳は変えないようにとおもっているのですが。どちらがいいかですね。 

・・委員 私が思うに利用状況調査の時に、推進委員さんに見せてもらってから、現地が 

    このようになっているとか、それだけでも構わないのでないかと思われるのです 

が、ただ現地確認を年間してると、耕地が用をなしていないのではないかとかね 

て見回る時に・・・。 

事務局  そこは、最適化推進委員さんの地区になるわけですので、最適化推進委員さん 

    に連絡してもらって、気になった時に一緒に行くと。そこは、最適化推進委員さ 

    んの管轄になるので。相対的に言ったら農業委員もそこの管轄になるが、調査を 

    してもらうのは、最適化推進委員になるのでそこは連絡をとって、そのために活 

動の１０日の中にも他の委員さんと連絡をとってという項目を作っているので、 

そちらの方で対応していただければと思います。印刷するのも金がかかるので、 

ご理解お願いします。 

・・委員 分かりました。 

・・委員 キャンピングカーを一週間ほど農地に置きたいと言われたらどうでしょうか。 

事務局  期間が問題です。たちまちは、そこがいつまでのかの話、ずっとがいつまでの 

か、ちょっとがいつまでかの話になる。たちまちはいいと言っといて、期限がき 

ていつまでもいいとか、ここでは何日かきめられないから。そこは、現場、現場 

のことですが。人から言われだしたり、電話があったりするから。転用したとこ 

ろでないとダメとか。１週間とか、そこを駐車場とかに使うならそこは、基本的 

にはアウトでしょう。 

・・委員 工事はどうなるのですか。 

事務局  工事は届出がいります。工事の現場事務所とかは、届出をもらったり、県の工 

事で収用の場合は県の工事だから出さなくていいとか。収用法とかが関係するの 

で。人から見られてどう思われるのか、工事だったら工事期間で届出とか申請が 

あるから、設計に入ってない事務所は、その期間がいつという届出だけで済むの 

で、定例会には報告はないのですが、そのような扱いになります。難しい時は、 

事務局に連絡していただいたらこちらから連絡したりします。 

・・委員 関連して畑全体にロールを置いてあるのはダメなんでしょう。 

事務局  ロールは、基本的に 1年ですね。1年でだいたい処理してしまわなければなら 

ないという話だけど、隅っこに置けばいいのですが、ただそこをロール置き場に 

したりとかは違反です。そこの農地に全部集めるとか、大体は、そこの農地に一 
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束、二束置いておくとか。 

・・委員 転用許可とか出せばいいのですか。 

事務局  転用許可は出すのですが、多分通らないと思います。ロール置き場という定義 

がですね。 

・・委員 資材置き場はだめですか。 

事務局  県がどのように言うかでしょうね。ロールとかの定義がですね。家の近くで、 

農業用の置き場とかの申請をするのだったら。機械とかも置くなら。基本的にロ 

ールだけは受けたことはないですね。プラスアルファで何かを置くとかですね。 

・・委員 流動化について、１０ａ当たり５，０００円の助成金がなくなるというのは、 

周知されるのですか。 

事務局  今年度４月１日の法改正で、流動化補助金、基盤強化法による利用権設定、今 

日審議した第６回の分ですが、反当５，０００円、借主と土地所有者それぞれに 

ですが、要件が７５歳以上は出さないとか、法人とか、基盤整備や２１型圃場に 

は出さないとかあるのですが、この貸し借りというのが、４月１日に法改正があ 

りまして、この法律による貸し借りがなくなるのですね。６年度末。７年の３月 

３１日までが法律による貸し借りができる期間になります。あと１年あるので。 

そもそもの貸し借りのルールというのは、農林課が作ってあってそれを農業委員 

会が事務委任を受けていて委員会で処理をしている形になります。委員会の方で 

更新の通知とか出しているので、農林課と話して来年７月１日の更新の時から、 

その一文を入れて、流動化がなくなるので、機構法、農地中間管理機構を推進す 

るチラシを入れて周知していきたいと、プラス市報にも入れて周知していきたい 

と、法律自体がなくなるので。 

・・委員 １０ａ当たり５，０００円はいらないけど、貸し借りの契約をとりたいという 

    のは。 

事務局  それもないのですよ。法律がなくなるから。補助金がなくなるというのは、本 

市以外ではなくしている所が多いのですよ。自主財源になるから。 

・・委員 口頭契約になるのですか。 

事務局  それか農地中間管理機構ですね。 

・・委員 農地中間管理機構を通じてですね。 

事務局  事務局としては、ヤミ小作を認められないから。若しくは、農地法３条の貸し 

借り、ただこれをした時には、申請するときも農業委員会に諮らなければならな 

いし、解約する時も議案にかけなければならない。期間を５年とか決めていても 

自動ではならない。農地法でやる場合は。期間が過ぎる時は、やめる時、解約す 

る時はまた議案としてあげなければならない。面倒な手続きになる。 

・・委員 最低、それは通さなければならないのですか。 

事務局  一応、そういうふうになっております。 

・・委員 中間管理機構は、手数料はどこから出るのですか。仲介手数料どこからでるの 

ですか。 

事務局  手数料は取ってないです。国の機関だからですね。予算を充ててやってます。 

    農林課で事務委託を受けて、中間管理機構の事務手続きのお金が５、６百万もら 
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ってるのですよ。国のお金なので会検の対象となってます。そうした時に流動化 

で、例えば個人間でやり取りした時に、賃料を振込は借り手の方が所有者の通帳 

に振り込んだり、持っていったりしてるのですが、中間管理機構だったら、振込 

も耕作者の通帳から引き落として、所有者の通帳に振り込みを中間管理機構でし 

てくれるので、その辺の経費も節減になります。 

・・委員 そのような経費がでるのですか。 

事務局  国から出ます。賃料全額いきますので。手数料取ったりしないので。 

議 長  今の件は、私たちも直接事務に携わっていませんが、時々これの説明会を受け 

た方がいいと思いますので、事務局と農林課で調整していただいて進めていただ 

けたらと思います。 

  それでは、皆さん方から意見もないようでございますので、本日の総会の日程 

を終了させて頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。【はいの声あり】大変 

お疲れ様でした。 

 


